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岩出山町すこやか子育て支援金支給条例の一部改正に伴う経過措置を定

める条例

（目的）

第１条 この条例は，岩出山町すこやか子育て支援金支給条例（平成５年岩出

山町条例第２号）の一部を改正し，大崎市において必要となる経過措置を定

めるものとする。

（岩出山町すこやか子育て支援金支給条例の一部改正）

第２条 岩出山町すこやか子育て支援金支給条例の一部を次のように改正する。

附則第２項ただし書を削る。

（経過措置）

第３条 この条例の施行の際現に改正前の岩出山町すこやか子育て支援金支給

条例附則第２項ただし書の規定により受給権を有する者に対し，次に掲げる

支援金を支給する。

(１) 小学校入学時 １０万円

(２) 中学校入学時 ２０万円

附 則

この条例は，平成２１年４月１日から施行する。


